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意見内容
現在の対応状況（今後の対応方針、見通し）

及びその理由
担当部局

1 院内川のホタルを多くの人が見に来た場
合、駐車トラブルがあったりする。高田地
区に公園もできたところでもあり、駐車場
を作ってもらえたらと思う。

正岡地区では25年3月にまちづくり計画を策定されました。ホタルを活かしたまちづくりと
して、正岡地区の活性化に繋げるため駐車場づくりに取り組むということであれば、まち
づくり計画に位置付けていただければ市としてもお手伝いができると考えています。

市民部

2 独居高齢者の安否確認のため家に入らなけ
ればならない場合、鍵がかかっていると壊
して入らなければならない。どういうふう
に復元すればよいのか。
独居高齢者が死亡した場合、警察、救急が
帰ったあと、周囲はどこまでお世話ができ
るのか。

独居高齢者の安否確認のためやむを得ず、窓ガラス等を割る・鍵を壊す等の手段をとる
場合は、民生委員・児童委員、松山市社会福祉協議会、松山市消防局、警察、行政職
員等、複数立ち会いのもとでのご対応をお願いしています。その際の、窓ガラス・鍵の修
理については、基本的には対象世帯、親族もしくは家主等に修理をお願いしますが、こ
うしたことが困難な場合や結果的に誤った判断等により修理費用を負担しなければなら
ない場合は、松山市社会福祉協議会がその費用を負担することにしています。
独居高齢者については、個人情報提供の同意を得られた方について、市及び民生児童
委員が緊急時連絡先の情報などを保有しています。また、独居高齢者みまもり員制度
や松山市見守りネットワークにより安心安全を確保しています。
なお、ご近所の方が応答がないなど安否が心配で連絡先が不明などの場合は民生児
童委員又は松山市社会福祉協議会の地域福祉課、市へご連絡いただければ対応して
います。
また、土日、祝祭日あるいは市役所が閉庁の場合でも、市役所の宿直室（TEL948-
6685）までご連絡いただきましたら、担当課が対応する体制を整えています。
何よりも地域での支えあいや助け合いが最も重要でありますので、ご近所との交流など
深めていただきたいと思います。

保健福祉部

3 民生委員に対し、高齢者の情報開示がすぐ
になされず不便に感じている。スムーズに
情報開示してもらいたい。

高齢者施策を推進する中で必要となる情報については、松山市個人情報保護条例等の
規定に基づき、随時提供しており、引き続き、できる限りの情報提供をしていきたいと考
えています。

保健福祉部

4 まちづくり協議会に社会福祉協議会も入っ
ているので、まちづくり協議会の拠点を社
会福祉協議会の拠点として、一緒に仕事を
させてもらえないか。

地区社会福祉協議会の事務所については、地区ごとに実情に応じて設置されていま
す。正岡地区において、市の施設の活用意向があれば、ご相談いただきたいと思いま
す。

保健福祉部

前回のタウンミーティングでいただいたご意見等への対応状況
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意見内容
現在の対応状況（今後の対応方針、見通し）

及びその理由
担当部局

前回のタウンミーティングでいただいたご意見等への対応状況

5 地域で子どもの遊び場をつくったが、休憩
所、遊具、トイレがなく使いにくい。設備
を充実させると利用も増え、活気あふれる
広場になると思う。

高田地区の皆さんが整備された広場に、23年度中に遊具等を設置し、「高田フレンド
パーク児童遊園地」としてご利用いただいています。

保健福祉部

6 立岩川水辺公園について、草刈りなどきち
んと整備してもらいたい。

公園の管理業務を委託している松山市シルバー人材センターとも協議し、除草回数を増
やすなど、より適切な管理に努めています。

都市整備部

7 スポーツセンターの奥に、オートキャンプ
場みたいな、ログハウスやトレーラーハウ
ス、テントサイトとか作っていただくと多
くの人が来るようになるのでは。

リフレッシュパークについては、野球の練習並びに練習試合等で使用する施設として硬
式野球にも対応できる十分な広さを持つ野球場2面の外、駐車場、倉庫、トイレ等の付
帯施設も併せて整備する計画であり現在、測量等に着手しています。
なお、詳細につきましては、本年度設計業務の中で敷地の形状や広さ等の条件も考慮
しつつ、野球関係者の皆さんとも協議しながら、決定したいと考えています。

総合政策部

8 正岡地区には学童保育がなく、車で難波地
区まで送り迎えしている状況である。

今年度、入会児童数が１１名と基準に達していますが、現校舎内には設置する余裕教室
がないことと、設置・運営には多額の費用がかかることに加え、入所対象年齢が引き上
げとなるなど、本市の子育て計画を見直す予定にしているため、今後の児童数の推移な
ど、将来的な見通しも踏まえ、慎重に検討したいと考えています。

保健福祉部

9 旧北条市全体で児童館が一つもない。児童
館を是非作ってほしい。

児童館については、まつやま子育てゆめプランの中で、平成26年度までに1か所の整備
を計画しており、地域の均衡等を踏まえ、設置箇所を検討することとしています。

保健福祉部

10 旧北条市時代に設置したカーブミラーのう
ち、松山市管理ではないものについても市
で管理してもらえないか、また、新設をお
願いできないか。

旧北条市時代に設置したカーブミラーについては、「松山市」の管理シールが貼付され
ていなくても市で管理しているものが多くありますので、道路管理課（TEL 948-6471）ま
でご相談ください。
　また、現在松山市が管理していないカーブミラーの維持管理や新設についても、「松山
市カーブミラー整備事業実施要綱」の条件を満たしている場合には対応可能ですので、
ご相談ください。

都市整備部
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11 耕作放棄地での太陽光発電について、耕作
放棄地が増えているが、農地転用等の問題
もある。売電や耕作放棄地でのソーラー設
置に対する補助金についてはどのように考
えているか。

売電については、今までの家庭用余剰電力の買い取りに加え、平成２４年７月から再生
可能エネルギー買取制度が始まり、１０kW以上のシステムについては原則全量買取制
度が採用されています。設置にかかる補助としては、本市が、１０ｋＷ未満の家庭用を中
心としたソーラーに設置補助を行っています。

環境部

12 合併してから松山市に回しているのではな
いか。北条の水をあまり取らないでほし
い。

北条地区の水については、北条地区にしか給水しておらず、松山地区へは一切送って
おりません。

公営企業局
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